
申込日 　　　　一般社団法人日本セルフケア研究会
　　　　〒225-0011

　 　　　　神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13
TEL：045-905-3365

FAX：045-905-3369

〒

ＦＡＸ

携帯

選択

¥71,500 (￥65,000+消費税￥6,500)

¥170,500 (￥155,000+消費税￥15,500) 発送時送料②

¥159,500 (￥145,000+消費税￥14,500)

¥143,000 (￥130,000+消費税￥13,000)

¥123,200 (￥112,000+消費税￥11,200) ※返却時送料はお客様ご負担となります。

¥104,500 (￥95,000+消費税￥9,500) ※お振込み手数料はお客様ご負担となります。

※お試し価格となり初回1度となります。

※レンタル終了前に同機種のご購入をお決めの方にはレンタルされた期間(最大で2か月分まで)の消費税を含まないレンタル料をお値引きいたします。

※レンタル料金のお振込み先はこちらの申込書の記入内容の確認ができ次第、こちらからお伝えいたします。

【日本セルフケア研究会Ultra-Maレンタル規約】

第1条（総則） 第5条（レンタル物件の引き渡し）

　申込者（以下「甲」という。）と一般社団法人日本セルフケア研究会（以下「乙」という。） 1）乙は甲に対し、甲の指定する引渡し希望日に到着するようにレンタル物件の引渡しを

　との間のUltra-Maのレンタル契約については以下の規約を適用する。 配送にて行い、甲はレンタル物件をレンタル終了時に乙へ返還する。

第2条（レンタル物件） 但し、甲が承諾した場合は手渡しを可とする。

　乙は甲に対し、乙が発行するレンタル申込者に記載のUltra-Maレンタル物件 2）甲が乙から貸与されたレンタル物件はレンタル申込者のとおり甲に引き渡されたものとする。

（以下「レンタル物件」という。）貸与する。 第6条（担保責任）

第3条（レンタル期間） レンタル期間中、甲の責によらない事由により物件が正常に作動しない場合、

　1）レンタル期間はレンタル申込書に記載する期間とする。 乙は物件の交換を速やかに行うものとする。

　2）甲の理由により,各レンタル期間を途中で解約する場合は、レンタル期間を 第7条（物件の使用管理義務違反）

　超える月数の区分により再計算し差額を清算する。 1）甲は物件に対し故意の破損、著しい汚損、改善や譲渡、転貸をしてはならない。

第4条（レンタル料金） 2）物件の使用管理義務違反により物件を破損した場合、乙が算定した金額を請求する。

1）貸与の送料は貸出発送、返却を含め費用は全額甲の負担とする。

レンタル料金はレンタルコースの各月額+上記発送料（初月のみ）を加算した （個人情報利用に関する同意条項）

金額（税込み）を乙に支払う。返却時は甲の責任にて発送を負担し返却する。 1）甲は、乙が事項記載の目的のために個人情報を利用することに同意する。

2)レンタル料の日割りは行わない。 レンタル申込書に契約者が記載した住所、氏名、電話番号等の情報。

3）レンタル料は初回レンタル開始日付け迄に翌月分の振込とする分割払いか 2）乙は個人情報を次の目的に利用する。レンタル契約履行のため。

3～6か月 お振込み金額

（①+②）7～12か月

13～24か月

25か月以上

レンタル期間 月額価格/1台
レンタル金額① 　　　　　　　　　×　　　か月

※2週間

1～2か月 ¥2,500

Ultra-Ｍa BP-21 レンタル申込書

　　　　　年　　　月　　　日

ご

契

約

者

法人名

（個人名）

ご住所

TEL

担当者

E-Mail



レンタル期間の一括の振込かを選ぶこととする。


